
西新井第一小学校の児童・保護者の皆様                       令和 8年 4月 6日 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
【令和８年度の実施について】 
 

１ 開始日について ※毎月の実施日は「学校だより」をご覧ください。 

２～６年生…４月７日(火)    

   １ 年 生 …６月開始予定。決まり次第お知らせします。 

☆昨年度の登録者は、今年度もそのまま参加できます。お子さんと一緒にこのお知らせの内容をご確 

認の上、ご参加ください。なお緊急連絡先が登録時と変わった場合は、速やかにご連絡ください。 

 

２ 登録申込について 

《まだ登録をしていない２～６年生の方へ》 

登録申込は、随時受け付けています。登録申込書の受け取り、提出は、お子さんでも結構です。 

なお、あおぞら学級で参加を検討中の方は、公社までご連絡ください。（電話 03-5813-3732） 

★登録申込書の配付、提出場所…１階キッズルーム ※実施時間中。 

 

３ 実施内容 

 ◆実施曜日・参加対象学年 

 月～金曜日・１～６年生 全学年、毎日参加できます。1年生は６月の開始以降参加できます。 

（給食のない日や長期休業中、学校行事等で活動場所が使用できない日はお休みです。） 

◆活動場所 

  キッズルーム・図書室・校庭（雨天体育館） 

◆活動時間 

 授業終了後から 

２月～１０月…午後４時４５分まで 

１１月～１月…午後４時１５分まで 

  ※１クラスでも４時間授業であれば、午後３時４５分まで 

（活動時間終了後は片付け、帰り支度の時間になり、支度のできた児童から下校します。） 

４ 「西一キッズぱれっと」活動の流れ 【「利用案内」３・４ページ参照】 

学校の帰りの会終了後、ランドセル等の荷物と上履きを持ったら、校庭の犬走りを通って、キッ

ズルームで受付をして活動します。 

・ご家庭で「参加する日」や「帰宅時間」、「開催中止となったときの対応」を確認してください。 

・「寄り道をしない」「明るいうちに帰る」など、安全に帰宅できるようお子さんとお話しください。 

・帰宅後の参加はできません。 

西新井第一小学校放課後子ども教室「西一キッズぱれっと」からのお知ら 

主催：足立区教育委員会 運営：西新井第一小学校放課後子ども教室実行委員会 運営支援：（公財）足立区生涯学習振興公社(以下「公社」) 

 

 
「放課後子ども教室」はどんなところ？ 

 小学校の放課後に、地域の方々がスタッフとして見守る中、学校(校庭や 

教室など)で自由に遊び、学ぶところです。参加するには登録申込が必要です。 

「あだち放課後子ども教室利用案内」(以下「利用案内」)もあわせてご確認ください。 

                         ※「利用案内」は二次元コードから→  



【登録・利用にあたって】 

１ 実行委員会、スタッフについて 【「利用案内」８ページ参照】 

 あだち放課後子ども教室は、学校の事業ではありません。足立区教育委員会が主催し、各学校の地域の

方々や保護者を中心に組織された実行委員会が運営しています。スタッフは、各実行委員会に選任された

地域の協力者です。教育等の資格を持った方ではありませんので、学習やスポーツの指導、介助などはい

たしません。スタッフは、参加の受付や遊具の貸出し、子どもが参加の約束を守らないときの注意、ケガ

をした時の応急手当や保護者への連絡などをします。 

２ ケガや体調不良、物品をこわしてしまったとき 【「利用案内」９ページ参照】 

(１)活動中のケガや体調が良くないとき、物品を壊してしまったときなどは、スタッフに申し出るようお子さ

んに伝えてください。ケガ等の状況によっては保護者に迎えに来ていただくことがありますので、保護者

の方は連絡をとれるようにしてください。 

(２)活動中または活動後下校途中のケガで受診するときは、ご加入の健康保険証と○子医療証をお使いください。

なお、受診したときは、公社にお知らせください。 

(３)放課後子ども教室の参加児童は、傷害保険及び賠償責任保険に加入しています。保険の対象となる事故等

の際には、公社から保護者にご案内いたします。 

※保険の規定により適用されないことがあります。物品の破損や他人にケガをさせてしまったときなど、

相応分の負担をしていただく場合があります。 

３ 緊急時の対応 【「利用案内」１０ページ参照】 

   学校行事や悪天候などで、やむをえず実施時間を変更または中止する場合があります。また、学校が集

団下校や一斉下校となった場合は、西一キッズぱれっとも中止となります。これらのときはお子さんは予

定より早く帰宅しますので、ご家族が不在の時でもお子さんが帰宅できるように、あらかじめお子さんと

決めておいてください。 

※緊急時の連絡を学校経由で C4th Home&School（シーフォースホームアンドスクール）で配信するこ 

とがあります. 

４ 学童保育室入室児童の登録 【「利用案内」７、１２ページ参照】 

学童保育室（以下「学童」）の入室児童も登録できます。登録をしたことを学童に伝えてください。西一

キッズぱれっとに参加する日は事前に西一キッズぱれっとに参加して、何時に学童に行く」「西一キッズぱ

れっとに参加し学童は休む」など、学童にご連絡ください。学童登室後は、参加できません。※詳しくは、

学童にご確認ください。 

５ 放課後子ども教室の約束 

 「利用案内」１３・１４ページの参加の約束と次の内容を、お子さんと確認してください。 

スタッフの注意を無視したり、周りに迷惑をかけたりする場合、また、ボールなどの遊具を乱暴に 

扱ったり、施設や遊具の破損を繰り返したりする場合は、保護者の方や担任の先生に連絡して、参加 

を休止していただくことがあります。ご家庭でもルールやマナーを守るよう、親子でよく話し合って 

から参加していただきますよう、お願い申し上げます。 

 

【「西一キッズぱれっと」はお子さんが自主的に活動する場です】 

お子さんを預かり、個別の活動を把握する事業ではありません。ご理解をお願いします。 

お子さんに関する個別の問い合わせや伝言は、ご遠慮ください。緊急時の問い合わせには「なりすまし電

話対策」として一度電話を切った後、申込書に記入された緊急連絡先に西一キッズぱれっとからかけ直しし

ます。緊急連絡先を変更した場合は、西一キッズぱれっとにご連絡ください。 

 

 
登録申込、参加にあたり、ご了承いただくこと 
・申込書記載の情報が、公社と共有されること 
・当事業でのケガや出来事が、公社や学校、学童(入室児童のみ)と共有されること 
・当事業の運営に必要な情報（クラスや連絡先など）が、学校から西一キッズぱれっとに提供されること 
・お子さんが繰り返し約束を守れなかったときは、保護者の方と相談のうえ、参加を休止していただくこと 
・物品の破損や他人にケガをさせてしまったときなど、相応分の負担をしていただく場合があること 
・申込書が、西一キッズぱれっとで最大６年間保存されること 

【問い合わせ先】 ※お問い合わせは学校ではなく、こちらへご連絡ください。 

◆「西一キッズぱれっと」（開催時間のみ）電話 ０３－３８９０－４６５０ 

◆公社「放課後子ども教室担当」      電話 ０３－５８１３－３７３２ 
※携帯電話、自宅電話に上の２つの電話番号の登録をお願いします 


